
越前市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、予算の範囲内において、二酸化炭素排出抑制対策事業費交

付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付要綱（令和４年３月３０日環

政計発第２２０３３０１号。以下「国交付要綱」という。）第２９条第１項に規

定する間接補助金を、越前市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業

補助金（以下「補助金」という。）として交付することにより、地域の再生可能

エネルギーの普及や温室効果ガスの削減を図るため、必要な事項を定めるもの

とする。  

（適用通則）  

第２条  補助金の交付等については、この要綱に定めるもののほか、国交付要綱

及び越前市補助金等交付規則（平成１７年越前市規則第５０号。以下「規則」

という。）の定めるところによる。  

 （補助金の種類等）  

第３条  補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）、補助金の

交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助金の交付の対象

となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助金額並びに交付申請書及び

実績報告書の提出期限及び添付書類は、別表に定めるとおりとする。  

２  前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、補助対象者としない。  

 (1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）に該当するとき。  

 (2) 法人にあっては、役員が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条６号に規定する暴力団員をいう。）に該当するとき。  

 (3) 個人にあっては、暴力団員に該当するとき。  

 (4) 市税を滞納しているとき。  

（補助金の交付申請）  

第４条  補助金の交付を受けようとする者は、別表に定める提出期限までに、越

前市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付申請書（様式



第１号。以下「交付申請書」という。）に、別表に定める添付書類を添えて、市

長に提出しなければならない。  

（補助金の交付決定）  

第５条  市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、

補助金の交付を決定した場合は、その結果を補助金等交付決定通知書（規則様

式第２号）により当該申請者へ通知するものとする。  

２  市長は、補助金を交付しないことを決定した場合は、その旨及び理由を補助

金等不交付（交付取消）決定通知書（規則様式第３号）により当該申請者へ通

知するものとする。  

 （交付の条件）  

第６条  補助金の交付決定には、次の条件を付すものとする。  

(1) 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、環

境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準（平成２０年５月１５日付け環

境会発第０８０５１５００２号大臣官房会計課長通知別添。以下「財産処分

承認基準」という。）に基づき行うものとする。  

(2) 財産処分承認基準第４の規定により算定された財産処分納付金について、

市長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未

納に係る日数に応じて民法（明治２９年法律第８９号）第４０４条第１項の

規定による法定利率により計算した延滞金を徴するものとする。  

 (3) 補助対象事業の完了によって補助対象者に相当の収益が生ずると認められ

る場合には、補助対象事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度にお

いて、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助対象者に返還させること

ができる。  

 (4) 補助金の交付の決定を受けた補助対象者（以下「交付決定者」という。）は、

市長から求められた場合は、次に掲げる事項について協力しなければならな

い。  

  ア  補助対象事業により導入した設備が使用可能となった月から、１年分の

使用状況調査報告書の提出  

  イ  国交付要綱第２０条第１項の規定による地方環境事務所長による書類の



審査及び現地調査等  

  ウ  その他市長が協力を依頼する事項  

（事業実施期間）  

第７条  交付決定者は、第５条の規定による交付決定の通知を受けた日以後に補

助対象事業に着手し、当該交付決定の通知を受けた日の属する年度の１月３１

日までに施工及び施工事業者への支払いを完了しなければならない。  

（変更の承認）  

第８条  交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、越前市地域脱炭

素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金補助対象事業計画変更承認申請

書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。  

(1) 補助対象事業の内容（設備、金額等）を変更しようとするとき。  

(2) 補助対象経費の配分を変更しようとするとき。  

２  市長は、前項の規定により補助対象事業の変更承認の申請があったときは、

当該申請に係る書類を審査し、承認すべきと認めた場合は、その結果を補助金

等交付変更承認決定通知書（規則様式第５号）により通知するものとする。  

（補助対象事業の中止又は廃止）  

第９条  交付決定者は、補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止し

ようとする場合には、越前市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業

補助金補助対象事業廃止（中止）届出書（様式第８号。以下「補助事業廃止届

出書」という。）を市長に提出しなければならない。  

（実績報告）  

第１０条  交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、別表に定める提出期

限までに、越前市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金実績

報告書（様式第９号。以下「実績報告書」という。）に、別表に定める書類を添

えて、市長に提出しなければならない。  

（補助金の額の確定）  

第１１条  市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告書等の

審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結

果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたとき



は、交付すべき補助金の額を確定して、補助金等確定通知書（規則様式第８号）

により交付決定者に通知するものとする。  

（補助金の請求）  

第１２条  交付決定者は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた後

において、補助金の請求をしようとするときは、越前市地域脱炭素移行・再エ

ネ推進重点対策加速化事業補助金交付請求書（様式第１１号）を市長に提出し

なければならない。  

（報告等）  

第１３条  市長は、この要綱の施行に必要と認めるときは、交付決定者に対し、

経理状況等必要な事項について報告させ、又は検査を行うことができる。  

（交付決定の取消し）  

第１４条  市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付

決定（第８条第２項による変更の承認を含む。）の全部又は一部を取り消すこと

ができる。  

(1) 第３条第２項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。  

(2) 補助金の申請又は補助対象事業の実施に関し、不正の行為があったとき。  

(3) 補助事業廃止届出書の提出があったとき。  

(4) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。  

(5) この要綱その他関係法令の規定に基づく市長の指示に従わなかったとき。  

２  前項の規定は、第１１条の規定による補助金の額の確定があった後について

も適用するものとする。  

 （補助金の返還）  

第１５条  市長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合にお

いて、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、交

付決定者に対して、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じることがで

きる。  

２  市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、その

額を超える補助金がすでに交付されているときは、期限を定めて、その超える

部分の補助金の返還を命じることができる。  



３  交付決定者は、補助金の返還を命じられたときは、定められた期限内にこれ

を返還しなければならない。  

 （補助金の額の再確定）  

第１６条  交付決定者は、第１１条の規定による補助金等確定通知書の受領後に

おいて、補助金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額

すべき事情がある場合は、速やかに市長に対し当該経費を減額して作成した実

績報告書を第１０条の規定に準じて提出するものとする。  

２  市長は、前項の規定に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第１１条の

規定に準じて改めて補助金の額の確定を行うものとする。  

３  前項の場合において、前条第２項及び第３項の規定を準用する。  

（財産の管理）  

第１７条  交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産

（以下「取得財産等」という。）について、管理するための台帳を備え、補助対

象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的運

用を図らなければならない。  

 （財産処分の制限）  

第１８条  交付決定者は、取得財産等の減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める期間内において、取得財産等を市長

の承認を受けないで国交付要綱第２条に規定する目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付けし、廃棄し、又は担保に供してはならない。  

２  前項の規定による市長の承認を必要とする財産は、取得価格が単価５０万円

以上の機器、器具及び備品とする。  

（帳簿の整備等）  

第１９条  交付決定者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補

助対象事業の完了年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。  

２  交付決定者は、取得財産等について前条第１項で定める期間を経過するまで

は、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。  

 （繰越しの特例）  

第２０条  市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第７条の規定にか



かわらず、事業実施期間を延長することができる。  

２  前項の規定により事業実施期間を延長するときは、第７条中「当該交付決定

の通知を受けた日の属する年度」を「当該交付決定の通知を受けた日の属する

年度の翌年度」に、別表中「交付決定日の属する年度」を「交付決定日の属す

る年度の翌年度」に読み替えて適用する。  

（その他）  

第２１条  この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 （この要綱の失効）  

２  この要綱は令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第６条第

１項第５号及び第１３条から第１９条までの規定は、この要綱の失効後も、な

おその効力を有する。  

附  則  

この要綱は、令和８年１月１９日から施行する。  

 

 

 


